
 議案第１７号 

 

   かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部    

を改正する条例の制定について 

 

 かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定する。 

 

   令和８年２月２６日提出 

 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部    

を改正する条例 

かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例（平成１７年かす

みがうら市条例第１４２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第２土田地区 農業集落排水処理施設の項及び上稲吉地区 農業集落排

水処理施設の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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